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研究成果の概要（和文）：本研究において、私たちは、近年における EU消費者法の新たな展開

を調査・分析した。各種の重要な指令と国内法化につき分析を加えたが、その中でも特に、不

公正取引方法指令の分析を通じ、表示・広告規制のあり方について深く検討を行った。また、

消費者権利指令、欧州売買法規則案の検討を通じ、消費者法の体系化の意義についても検討を

加えた。研究の一部は既に公表したが、平成 25年度に、あらためて成果をまとめて公表するこ

とを計画している。 

 
研究成果の概要（英文）：We have researched on the meaning and effect of the new developments 
in EU Consumer Law. We have especially examined effective ways of making the commercial 
practices fair, through an analysis of the Unfair Commercial Practice Directive. We also 
have examined the importance of the systematization of Consumer Law through an analysis 
of the discussion on the Consumer Rights Directive and the Commission’s proposal for 
the Common European Sales Law Regulation. 
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１．研究開始当初の背景 

(1) 消費者法とそれに関する研究は、20 世

紀の最後の四半世紀において、世界各国にお

いて飛躍的な発展を遂げた。特に欧州共同体

では、加盟国の消費者保護の推進と消費者法

の平準化が積極的に図られてきたが、それは

世界的な波及効果を持ち、日本の立法にも大

きな影響を与えた。 

(2) さらに、今世紀に入り、EU においては、

従来の対処療法的な立法措置の限界が強く

認識され、より統一的な消費者法の実現へ向

けた大きな動きがあった。完全平準化（full 
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harmonization）や水平的指令の必要性や共

通一般私法（特に共通売買法）の必要性に関

する議論なども、これに含まれる。 

(3) 本研究のメンバーは、既に消費者法の

グローバル化や、EU 消費者法に関わる研究を

個々に進めてきたところであるが、日本にお

ける消費者法や民法の今後のあり方を検討

するためにも、EUにおける消費者法をめぐる

新たな動きについて、本格的な研究を行うこ

とが必要であった。 

 

２．研究の目的 

(1) 本研究は、EU における自由な市場形成

の促進という側面を意識しつつ、EU消費者保

護法の新たな動向を捉え、その意義と影響を

分析・検討することを主要な課題とする。そ

の際、各国の EU 指令の国内法化作業と、そ

れによってもたらされた国内法への影響に

ついても検討する。 

(2) 本研究に関わる立法措置等は数多いが、

本研究は、その中でも特に、①「消費者の権

利指令草案（COM(2008) 614 final)」の内容

とそれを巡る議論を明らかにし、②EUの目的

との関係で、当該指令草案をはじめとする近

時の新たな動向が、どのような意味を持つの

かを分析し、③EUにおける消費者法の平準化

の可能性と限界について検討を加える。④こ

れらの作業を踏まえて、消費者法の目的と機

能について再検討を行い、日本の消費者法の

将来にとっての示唆を得る。 

 

３．研究の方法 

(1) 本研究の作業は、主に EU 法の分析検討

と、各国法の分析検討から構成される。 

(2) まず、条約における EU 消費者法の位置

づけと変遷、欧州裁判所の判断、近年におけ

る重要な決議、消費者保護関連の個別指令等

を検討し、さらに近年の新たな方針に基づい

て出された不公正取引方法指令、消費者信用

指令、消費者の権利指令草案、共通欧州売買

法規則案などの調査し分析を行う。 

(3) また、EU のこのような政策および立法

に対する各国の対応について調査し、各国の

背景を踏まえながらその影響を検討する。 

(4) これらの調査検討を行う際、従来の研

究において築いてきた国際的なネットワー

クを活用する。 

(5) また、日本における問題状況との関わ

りを常に意識し、最終的には、日本の消費者

法の今後のあり方に関わる検討に結びつけ

る。 

４．研究成果 

(1) 本研究の初年度には、EU の消費者法全

般にかかる近年の動向を調査した。また、海

外から、消費者法および EU 法に精通して第

一線で活躍している研究者を招聘して講演

会・研究会を開き、特に近年 EU においても

新たな展開が生じつつある集団的消費者被

害救済制度について、意見交換を行った。こ

れに基づき、日本型の集団的消費者被害救済

制度として考えられる方向性と検討課題に

ついて、検討と提言を行った。 

(2) 2 年目には、EU の消費者法に関わる近

年の動きの中でも、特に 2005 年不公正取引

方法指令がその後に国内法に与えた影響、消

費者の権利指令草案とその採択へ向けた動

き、集団的消費者被害の救済に係る各国の動

向などを中心に調査および検討を進めた。 

 また、スイス、フランス、ドイツなどから

研究者を招聘し、リスボン条約と EU 消費者

法、消費者法の法典化の意義、ヨーロッパ私

法のモデルとしての国際私法のヨーロッパ

化等のテーマについて、公開講演会を開き、

意見交換を行った。 

(3) 上記の(1)と(2)の研究の一部は、後掲

の業績のうち、とりわけ、中田邦博・鹿野菜



 

 

穂子編『ヨーロッパ消費者法・広告規制法の

動向と日本法』（日本評論社、2011 年）にお

いて公表した。これは、現在日本で行われて

いる消費者関連立法の改正の検討において

も、基礎作業として重要な意味を有するもの

である。 

(4) 本研究の３年目には、全体の研究活動

のまとめの作業にとりかかり、EU における法

発展および議論と日本における問題や議論

とを比較し、接合させる作業を進めてきた。

他方で、オーストリア、スウェーデン、ドイ

ツから研究者を招聘し、民法の現代化と消費

者法の関係、北欧消費者法と EU 法との関わ

り、集団的権利救済などのテーマについて、

検討を行った。 

(5) これらの作業を通じて、消費者の利益

に関わる個別問題はもちろんであるが、大き

くは、消費者法と一般私法との関係のあり方、

消費者法の体系化の意義につき、考察を行っ

た。現在、民法（契約関係）の改正および消

費者契約法の改正に向けた提言も含めて、そ

の成果をまとめ、平成 25 年度中に公表する

ことを計画中である。 

(6) 一方で、これらの期間を通じて『EU 消

費者法』の翻訳作業にも精力的に取り組んだ。

これについては、当初、研究期間内に出版す

ることを計画していたが、EU 法の最近の大き

な動きを入れた改訂を翻訳にも取り入れる

必要性が生じたことから、期間内の出版は実

現できなかった。しかし、平成 25 年度中に

は、公表する予定で作業を進めている。EU法

の全体構造や組織についての、いわゆる公法

に属する書物は従来から日本にも存在する

が、本書の出版が実現すれば、それは必ずや、

日本の消費者法、あるいはより広く私法にと

って、貴重な基礎資料になる。 
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